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条 例

　

  横 浜 市 総 合 保 健 医 療 セ ン タ ー 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ

に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 総 合 保 健 医 療 セ ン タ ー 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

　 　 　 例

  （ 横 浜 市 総 合 保 健 医 療 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条   横 浜 市 総 合 保 健 医 療 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 条

  例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 ９ 条 第 ２ 号 の ３ 中 「 同 条 第 項 」 を 「 同 条 第 項 」 に 、 「 第

  ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 、 「 同 条 第 項 」 を 「 同 条 第

  項 」 に 、 「 第 ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 改 め る 。

  （ 横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の

  基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条   横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営

  等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部

  を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 194 条 の ２ 中 「 第 ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 改 め る

  ｡

  （ 横 浜 市 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条   横 浜 市 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 年 ３

  月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 ３ 条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 第 ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に

  改 め る ｡

  （ 横 浜 市 知 的 障 害 者 生 活 介 護 型 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ４ 条   横 浜 市 知 的 障 害 者 生 活 介 護 型 施 設 条 例 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜

  市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 ２ 条 第 ２ 項 中 「 第 条 第 ３ 項 」 を 「 第 条 第 ５ 項 」 に 改 め る

  ｡

  （ 横 浜 市 精 神 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ５ 条   横 浜 市 精 神 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 年 ３ 月 横

  浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 ８ 条 第 １ 号 中 「 第 ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 、 「 第

  ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 改 め る 。

  （ 横 浜 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ６ 条   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 昭 和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の
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  一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 条 第 １ 項 第 ２ 号 イ 中 「 第 ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」

  に 改 め る ｡

      附   則

  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ４ 条 の

規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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規 則

　

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ６ 月 横 浜 市 規 則 第

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  別 表 第 ３ の の 項 手 続 を 経 る こ と を 要 し な い 修 正 の 要 件 の 欄 中 「

修 正 後 の 形 質 変 更 区 域 」 を 「 新 た に 形 質 変 更 区 域 と な る 部 分 」 に 改

め 、 「 当 該 」 を 削 る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 規

　 　 　 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 （ 令 和

２ 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 第 ２ 項 中 「 と し 、 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、 又

は 終 業 の 時 刻 ま で 連 続 し た 時 間 で 取 得 す る も の 」 を 削 る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 契 約 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 契 約 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 契 約 規 則 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

  第 条 の ２ 第 １ 号 中 「 2,500,000 円 」 を 「 4,000,000 円 」 に 改 め

、 同 条 第 ２ 号 中 「 1,600,000 円 」 を 「 3,000,000 円 」 に 改 め 、 同 条

第 ３ 号 中 「 800,000 円 」 を 「 1,500,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中

「 500,000 円 」 を 「 1,000,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 号 中 「 300,00

0 円 」 を 「 500,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ６ 号 中 「 1,000,000 円 」 を

「 2,000,000 円 」 に 改 め る 。

  第 条 第 ３ 項 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

    契 約 金 額 3,000,000 円 以 下 の 物 品 の 製 造 の 請 負 契 約 又 は 第

    条 の ２ 第 ２ 号 か ら 第 ６ 号 ま で に 掲 げ る 契 約 （ 当 該 各 号 に 掲 げ る

    契 約 の 種 類 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 以 下 の も の に 限 る 。 ）

    を 締 結 す る 場 合

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 契 約 規 則 第 条 の ２ の 規 定 は 、

  こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の

  誘 引 に 係 る 契 約 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の

  契 約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る 契 約 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る

  。
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  横 浜 市 契 約 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る

。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 契 約 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 契 約 事 務 委 任 規 則 （ 平 成 年 ４ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ４ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 200,000 円 」 を 「 300,000 円 」 に 改 め 、

同 項 第 ３ 号 中 「 1,000,000 円 」 を 「 2,000,000 円 」 に 改 め る 。

  別 表 政 策 経 営 局 の 項 中 「 500,000 円 」 を 「 800,000 円 」 に 改 め 、

同 表 こ ど も 青 少 年 局 の 項 中 「 300,000 円 」 を 「 500,000 円 」 に 改 め

、 同 表 医 療 局 の 項 中 「 600,000 円 」 を 「 900,000 円 」 に 改 め 、 同 表

教 育 委 員 会 事 務 局 の 項 中 「 10,000,000 円 」 を 「 15,000,000 円 」 に 、

「 ２   教 育 委 員 会 所 管 の 学 校 に 係 る １ 件 600,000 円 未 満 の 工 事 又

    は 製 造 の 請 負 契 約

  ３   教 育 委 員 会 所 管 の 学 校 に 係 る １ 件 400,000 円 未 満 の 物 品 の

    調 達 等 の 契 約                                           」

を

「 ２   教 育 委 員 会 所 管 の 学 校 に 係 る １ 件 1,200,000 円 未 満 の 物 品

    の 調 達 等 の 契 約                                         」

に 改 め る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 契 約 事 務 委 任 規 則 の 規 定 は 、 こ

  の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の 誘

  引 に 係 る 契 約 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契

  約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る 契 約 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３   前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 財 政 局 長 が

  契 約 の 締 結 に 関 す る 事 務 を 当 該 契 約 に 係 る 事 務 の 属 す る 局 の 長 か

  ら 依 頼 さ れ て い る 契 約 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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  横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良 な 生 活 環 境 の 解 消 及 び 発 生 の 防 止 を

図 る た め の 支 援 及 び 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良 な 生 活 環 境 の 解 消 及 び 発 生

　 　 　 の 防 止 を 図 る た め の 支 援 及 び 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

　 　 　 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  （ 横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良 な 生 活 環 境 の 解 消 及 び 発 生 の 防 止

  を 図 る た め の 支 援 及 び 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条   横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良 な 生 活 環 境 の 解 消 及 び 発 生 の

  防 止 を 図 る た め の 支 援 及 び 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年

  月 横 浜 市 規 則 第 103 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 ２ 条 第 ２ 号 中 「 同 条 第 １ 項 」 を 「 同 条 第 １ 項 各 号 」 に 改 め る

  。

  （ 横 浜 市 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

  の 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例 等 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条   横 浜 市 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る

  た め の 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例 等 施 行 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市

  規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 １ 号 様 式 表 面 中

  「

□ 宿 泊 型 自 立 訓 練 □ 就 労 移 行 支 援

□ 就 労 継 続 支 援 （ Ａ 型 ） □ 就 労 継 続 支 援 （ Ｂ 型 ）

                                          」

  を

  「

□ 宿 泊 型 自 立 訓 練 □ 就 労 選 択 支 援

□ 就 労 移 行 支 援 □ 就 労 継 続 支 援 （ Ａ 型 ）

□ 就 労 継 続 支 援 （ Ｂ 型 ）  

                                          」

  に 改 め る 。

    第 号 様 式 備 考 １ 中 「 自 立 訓 練 」 の 次 に 「 、 就 労 選 択 支 援 」 を

  加 え る 。

  （ 横 浜 市 地 域 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費 及 び 高 額 地 域 生 活 支 援 サ ー ビ ス

  費 の 支 給 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条   横 浜 市 地 域 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費 及 び 高 額 地 域 生 活 支 援 サ ー

  ビ ス 費 の 支 給 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 年 ９ 月 横 浜 市 規 則 第 129 号
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  ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 ２ 条 第 ４ 項 中 「 第 ５ 条 第 項 」 を 「 第 ５ 条 第 項 」 に 改 め る

  。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 １ 条

  の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 障

  害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 の 施

  行 に 関 す る 条 例 等 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様 式 書 類

  は 、 な お 当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で き る 。
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  横 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 規 則 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 第 １ 項 中 「 納 期 限 の 定 め の あ る も の は 遅 く と も 納 期 限 の

日 前 ま で に 、 随 時 の 収 入 は そ の 都 度 」 を 削 る 。

  第 条 第 １ 項 中 「 前 渡 金 受 払 簿 を 備 え て 」 を 「 受 払 状 況 を 前 渡 金

受 払 簿 に 記 載 し 、 」 に 改 め る 。

  第 条 第 ３ 項 を 削 る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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告 示

　

横 浜 市 告 示 第 373 号

　 　 　 指 定 納 付 受 託 者 の 名 称 及 び 所 在 地 の 変 更

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 231 条 の ２ の ３ 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 、 指 定 納 付 受 託 者 の 名 称 及 び 所 在 地 の 変 更 の 届 出 が あ っ た

の で 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 次 の と お り 告 示 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 納 付 受 託 者 の 名 称

    変 更 前

      ソ ニ ー ペ イ メ ン ト サ ー ビ ス 株 式 会 社

    変 更 後

      Ｓ Ｐ ． Ｌ Ｉ Ｎ Ｋ Ｓ 株 式 会 社

２   指 定 納 付 受 託 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    変 更 前

      東 京 都 港 区 高 輪 １ 丁 目 ３ 番 号

    変 更 後

      東 京 都 港 区 芝 浦 ３ 丁 目 １ 番 １ 号

３   指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る 歳 入

    電 子 申 請 ・ 届 出 シ ス テ ム を 利 用 し た 各 種 手 続 に お け る 手 数 料 等

４   変 更 日

    令 和 ７ 年 月 １ 日
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横 浜 市 告 示 第 374 号

　 　 　 令 和 ６ 年 度 決 算 に 基 づ く 健 全 化 判 断 比 率 の 公 表

  地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第 号

） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ６ 年 度 決 算 に 基 づ く 健 全 化 判 断

比 率 を 、 次 の と お り 公 表 す る ｡

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

（ 単 位 ： パ ー セ ン ト ）

実 質 赤 字 比 率 連 結 実 質 赤 字 比 率 実 質 公 債 費 比 率 将 来 負 担 比 率

－

（ 11.25 ）

（ 20.00 ）

－

（ 16.25 ）

（ 30.00 ）

       9.2

   （ 25.0 ）

   （ 35.0 ）

114.9

（ 400.0 ）

  備 考

  １   実 質 赤 字 額 又 は 連 結 実 質 赤 字 額 が な い 場 合 は 「 － 」 と 表 記

    す る 。

  ２   括 弧 上 段 の 数 値 は 早 期 健 全 化 基 準 、 下 段 の 数 値 は 財 政 再 生

    基 準 で あ る 。
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横 浜 市 告 示 第 375 号

　 　 　 令 和 ６ 年 度 決 算 に 基 づ く 資 金 不 足 比 率 の 公 表

  地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第 号

） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ６ 年 度 決 算 に 基 づ く 資 金 不 足 比

率 を 、 次 の と お り 公 表 す る ｡

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

                                      （ 単 位 ： パ ー セ ン ト ）

会 計 の 名 称 資 金 不 足 比 率

港 湾 整 備 事 業 費 会 計 －

中 央 卸 売 市 場 費 会 計 －

中 央 と 畜 場 費 会 計 －

風 力 発 電 事 業 費 会 計 －

下 水 道 事 業 会 計 －

埋 立 事 業 会 計 －

水 道 事 業 会 計 －

工 業 用 水 道 事 業 会 計 －

自 動 車 事 業 会 計 －

高 速 鉄 道 事 業 会 計 －

病 院 事 業 会 計 －

  備 考

    １   資 金 不 足 額 が な い 場 合 は 「 － 」 と 表 記 す る 。

    ２   経 営 健 全 化 基 準 は 20.0 パ ー セ ン ト で あ る 。
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横 浜 市 告 示 第 376 号

　 　 　 保 存 す べ き 緑 地 の 指 定

  緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 緑 地 と し て 、 次 の 地 域 を

指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

保 存 す べ き 緑 地       指 定 地 域       指 定 期 間

東 寺 尾 ふ れ あ い

の 樹 林

鶴 見 区 東 寺 尾 一 丁 目

番 の １ 、 番 か ら 番

ま で 、 番 か ら 番 ま

で 及 び 106 番 の ２

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

 

か ぶ と 塚 ふ れ あ

い の 樹 林

鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 380

番 の １ 及 び 380 番 の ９

か ら 380 番 の ま で

鶴 見 区 駒 岡 三 丁 目 2,46

6 番 の 、 2,481 番 の

２ 、 2,482 番 の ４ 、 2,4

82 番 の イ 、 2,482 番 の

ロ 、 2,482 番 の ハ 、 2,4

83 番 の ５ 、 2,493 番 の

及 び 2,495 番 の ７

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

 

市 沢 ふ れ あ い の

樹 林

旭 区 市 沢 町 1,181 番 の

１ 及 び 1,181 番 の ６

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

も え ぎ 野 ふ れ あ

い の 樹 林

青 葉 区 も え ぎ 野 番 の

１ 、 番 の ３ 及 び 番

の ４

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

中 田 ふ れ あ い の

樹 林

泉 区 中 田 東 二 丁 目 1,75

7 番 、 1,758 番 の １ 、

1,760 番 の １ 、 1,797

番 の ６ 、 1,800 番 の ２

、 1,802 番 、 1,803 番

の １ 及 び 1,803 番 の ９

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

東 山 ふ れ あ い 樹

林

瀬 谷 区 宮 沢 二 丁 目 番

の ４ 、 番 の ４ 及 び

番 の ９

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

上 矢 部 ふ れ あ い

の 樹 林

戸 塚 区 上 矢 部 町 2,642

番 の ５ 、 2,668 番 、 2,6

69 番 、 2,671 番 の １ 、

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら
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2,672 番 、 2,684 番 、

2,685 番 及 び 2,685 番

の ２
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横 浜 市 告 示 第 377 号

　 　 　 公 共 下 水 道 の 供 用 開 始

  次 の と お り 公 共 下 水 道 の 供 用 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

排 水 施 設

の 方 式

下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な

ら な い 区 域

供 用 開 始

年 月 日

合 流 式   鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 の 一 部

  港 北 区 篠 原 町 及 び 日 吉 本 町 一 丁 目 の 各

一 部

  戸 塚 区 矢 部 町 の 一 部

令 和 ７ 年

９ 月 日

分 流 式   港 南 区 日 野 二 丁 目 の 一 部

  旭 区 四 季 美 台 の 一 部

  港 北 区 高 田 町 の 一 部

  栄 区 桂 町 の 一 部

  瀬 谷 区 中 屋 敷 一 丁 目 の 一 部

25

25
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横 浜 市 告 示 第 378 号

　 　 　 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 開 始

  次 の と お り 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 区 域 を

所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

終 末 処 理 場

の 名 称

終 末 処 理 場

の 位 置

終 末 処 理 場 に よ る 下 水

の 処 理 を 開 始 す る 区 域

処 理 開 始 年

月 日

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 北

部 第 一 水 再

生 セ ン タ ー

鶴 見 区 元 宮

二 丁 目 ６ 番

１ 号

 

  鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 の

一 部

  港 北 区 高 田 町 及 び 日

吉 本 町 一 丁 目 の 各 一 部

令 和 ７ 年 ９

月 日

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 金

沢 水 再 生 セ

ン タ ー

金 沢 区 幸 浦

一 丁 目 番

地

 

  港 南 区 日 野 二 丁 目 の

一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 港

北 水 再 生 セ

ン タ ー

港 北 区 大 倉

山 一 丁 目

番 地

  港 北 区 篠 原 町 の 一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 都

筑 水 再 生 セ

ン タ ー

都 筑 区 佐 江

戸 町 番 地

  旭 区 四 季 美 台 の 一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 西

部 水 再 生 セ

ン タ ー

戸 塚 区 東 俣

野 町 231 番

地

  瀬 谷 区 中 屋 敷 一 丁 目

の 一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 栄

第 一 水 再 生

セ ン タ ー

栄 区 小 菅 ケ

谷 二 丁 目 ５

番 １ 号

  栄 区 桂 町 の 一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 栄

第 二 水 再 生

セ ン タ ー

栄 区 長 沼 町

番 地

  戸 塚 区 矢 部 町 の 一 部

25

25
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 521 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      サ ウ ス ウ ッ ド

      都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 ６ 番 １ 号 ほ か

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      株 式 会 社 横 浜 都 市 み ら い

        代 表 取 締 役   山   本       直

      都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目 番 ４ 号

    変 更 し た 事 項

  変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

株 式 会 社 横 浜 都 市 み

ら い

代 表 取 締 役

  椿       真   吾

都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目

番 ４ 号

株 式 会 社 横 浜 都 市 み

ら い

代 表 取 締 役

  山   本       直

都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目

番 ４ 号

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ７ 年 ６ 月 日

    変 更 し た 理 由

      設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所
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    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第 522 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      キ ー サ ウ ス

      都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 番 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      株 式 会 社 横 浜 都 市 み ら い

        代 表 取 締 役   山   本       直

      都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目 番 ４ 号

    変 更 し た 事 項

  変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

株 式 会 社 横 浜 都 市 み

ら い

代 表 取 締 役

  椿       真   吾

都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目

番 ４ 号

株 式 会 社 横 浜 都 市 み

ら い

代 表 取 締 役

  山   本       直

都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目

番 ４ 号

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ７ 年 ６ 月 日

    変 更 し た 理 由

      設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第 523 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      シ ョ ッ ピ ン グ タ ウ ン あ い た い

      都 筑 区 中 川 中 央 一 丁 目 １ 番 ３ 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      株 式 会 社 横 浜 都 市 み ら い

        代 表 取 締 役   山   本       直

      都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目 番 ４ 号

    変 更 し た 事 項

  変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

株 式 会 社 横 浜 都 市 み

ら い

代 表 取 締 役

  椿       真   吾

都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目

番 ４ 号

株 式 会 社 横 浜 都 市 み

ら い

代 表 取 締 役

  山   本       直

都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目

番 ４ 号

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ７ 年 ６ 月 日

    変 更 し た 理 由

      設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

10 91

25

(１)
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(３)
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横 浜 市 公 告 第 524 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      Ｄ Ｐ Ｒ プ ラ ザ 瀬 谷

      瀬 谷 区 下 瀬 谷 二 丁 目 ９ 番 地 の １ ほ か

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   大   山   一   也

      東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 １ 号

    変 更 し よ う と す る 事 項

変 更 し よ う と す る

事 項
    変   更   前         変   更   後    

駐 車 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 前

      ） 記 載 の と お

      り

収 容 台 数   264 台

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 後

      ） 記 載 の と お

      り

収 容 台 数   208 台

  （ 添 付 図 面 は 省 略 ）

    変 更 す る 年 月 日

      令 和 ８ 年 ４ 月 日

    変 更 す る 理 由

      営 業 計 画 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

10 91

25

(１)

(２)

(３)

(４)

30

(５)

29

50 10

24
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    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

25
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横 浜 市 公 告 第 525 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の

　 　 　 一 部 の 解 除

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

５ 年 ３ 月 横 浜 市 公 告 第 137 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    神 奈 川 区 羽 沢 町 字 松 原 1,130 番 の ２ の 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

３   講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

    基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去

14 53 11

25

26
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横 浜 市 公 告 第 526 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の

　 　 　 一 部 の 解 除

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

７ 年 ６ 月 横 浜 市 公 告 第 299 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    中 区 錦 町 番 の ８ の 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    ベ ン ゼ ン 、 水 銀 及 び そ の 化 合 物

３   講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

    基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去

14 53 11

25

38

27
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横 浜 市 公 告 第 527 号

　 　 　 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質

　 　 　 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定

  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例

第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害

物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す

る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て 指 定 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    磯 子 区 新 杉 田 町 ８ 番 の １ の 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    砒 素 及 び そ の 化 合 物

３   土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    鉛 及 び そ の 化 合 物

４   そ の 他

    こ の 公 告 に よ り 指 定 す る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 は 、 横 浜 市

生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 規

則 第 号 ） 第 条 の 第 １ 項 第 ６ 号 に 該 当 す る 。

 

14 12

58 67

25

15

17 59 28

28
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横 浜 市 公 告 第 528 号

　 　 　 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 提 出

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 （ 仮 称 ） 北 仲 通 北 地 区 B-1 地 区 新 築 工 事

に 係 る 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 提 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

22 12 46 38

25

29
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横 浜 市 公 告 第 529 号

　 　 　 対 象 事 業 の 承 継 の 届 出

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 関 内 駅 前 港 町 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事

業 の 承 継 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

22 12 46 42

25

30
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横 浜 市 公 告 第 530 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変   更

年 月 日

指 定

番 号

名   称 代 表 者 氏 名 営 業 所 所 在 地

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日
00200

株 式 会 社 シ ン

サ ナ ミ

岩   下   大   吾 旭 区 鶴 ケ 峰 二

丁 目 ５ 番 地岩   下   幸   男

11

25

(新)

(旧)
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横 浜 市 公 告 第 531 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 区 域 区 分 等 の 市 素 案 の 公 聴 会 の 開

　 　 　 催

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 区 域 区 分 等 の 案 の 素 案 を 作 成 し た の で 、 横

浜 市 都 市 計 画 公 聴 会 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） 第 ２ 条

の 規 定 に 基 づ き 公 聴 会 を 開 催 し 、 同 規 則 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き そ の

案 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

  公 聴 会 に お い て 公 述 を 希 望 す る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 公 述 申 出 書 を 提 出 す る こ と が で き る

。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 区 域 区 分

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 用 途 地 域

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 高 度 地 区

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 風 致 地 区

      川 井 ・ 矢 指 風 致 地 区

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画

      旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 地 区 地 区 計 画

２   都 市 都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

    旭 区 上 川 井 町 地 内 並 び に 瀬 谷 区 卸 本 町 、 上 瀬 谷 町 、 北 町 、 瀬 谷

  町 及 び 中 屋 敷 三 丁 目 地 内

３   公 聴 会 の 日 時 及 び 場 所

    日 時

      令 和 ７ 年 月 日 午 後 ７ 時 開 始

    場 所

      瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 190

      瀬 谷 公 会 堂 講 堂

４   縦 覧 期 間

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 か ら 令 和 ７ 年 月 ９ 日 ま で

５   縦 覧 場 所 及 び 公 述 申 出 書 提 出 先

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課

６   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 か ら 令 和 ７ 年 月 ９ 日 ま で

７   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所

    横 浜 市 ホ ー ム ペ ー ジ （ h t t p s : / / w w w . c i t y . y o k o h a m a . l g .

  j p / b u s i n e s s / b u n y a b e t s u / k e n c h i k u / t o s h i k e i k a k u / t

15 36

25

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

(６)

(１)

11 12

(２)

25 10

50 10

25 10
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横 浜 市 公 告 第 532 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 変 更 案 の 縦 覧

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 変 更 案 を 作 成 し た の で 、 都 市 計

画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 案 を 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供

す る 。

  こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧 期 間

満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画

    都 筑 関 耕 地 地 区 地 区 計 画

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

    追 加 す る 部 分

      な し

    削 除 す る 部 分

      な し

    変 更 す る 部 分

      都 筑 区 あ ゆ み が 丘 及 び 牛 久 保 町 地 内

３   縦 覧 期 間

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 か ら 令 和 ７ 年 月 ９ 日 ま で

４   縦 覧 場 所 及 び 意 見 書 提 出 先

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課

５   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 か ら 令 和 ７ 年 月 ９ 日 ま で

６   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所

    横 浜 市 ホ ー ム ペ ー ジ （ h t t p s : / / w w w . c i t y . y o k o h a m a . l g .

  j p / b u s i n e s s / b u n y a b e t s u / k e n c h i k u / t o s h i k e i k a k u / t

  e t s u d u k i / 0 4 - z y u r a n - h / h o u t e i j y u u r a n n . h t m l ）

43 21

17

25

(１)

(２)

(３)

25 10

50 10

25 10
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横 浜 市 公 告 第 533 号

　 　 　 マ ン シ ョ ン 建 替 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

  マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第

号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 ニ ッ ク ハ イ ム 綱 島 第 一 マ ン シ ョ

ン 建 替 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 を 次 の と お り 認 可 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   組 合 の 名 称

    ニ ッ ク ハ イ ム 綱 島 第 一 マ ン シ ョ ン 建 替 組 合

２   施 行 マ ン シ ョ ン の 名 称 及 び そ の 敷 地 の 区 域

    名 称

      ニ ッ ク ハ イ ム 綱 島 第 一

    敷 地 の 区 域

      港 北 区 綱 島 西 二 丁 目 657 番 の １

３   施 行 再 建 マ ン シ ョ ン の 敷 地 の 区 域

    港 北 区 綱 島 西 二 丁 目 657 番 の １

４   事 業 施 行 期 間

    令 和 ６ 年 １ 月 日 か ら 令 和 年 ９ 月 日 ま で

５   事 務 所 の 所 在 地

    東 京 都 港 区 西 新 橋 ２ 丁 目 ８ 番 ６ 号   住 友 不 動 産 日 比 谷 ビ ル   大

  和 地 所 レ ジ デ ン ス 株 式 会 社 開 発 事 業 本 部 内

６   設 立 認 可 の 年 月 日

    令 和 ６ 年 １ 月 日

７   変 更 の 認 可 の 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

14 78

34

25

(１)

(２)

25 12 30

25

25
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横 浜 市 公 告 第 534 号

　 　 　 マ ン シ ョ ン 建 替 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 縦 覧

  マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第

号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き ニ ッ ク ハ イ ム 綱 島 第 一 マ ン シ ョ ン

建 替 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 を 認 可 し た の で 、 同 法 第 条 第 ２ 項 に お

い て 準 用 す る 同 法 第 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 同 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ く 図 書 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   縦 覧 期 間

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 か ら 同 法 第 条 第 ６ 項 又 は 第 条 の 公 告 の 日

ま で （ 休 庁 日 を 除 く 。 ）

２   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 住 宅 部 住 宅 再 生 課

３   縦 覧 時 間

    午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で

14 78

34

34

14

25

25 38 81
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横 浜 市 公 告 第 535 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 月 日 第 2024 開 1810 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    戸 塚 区 川 上 町 番 地 の １

    テ ィ ・ ワ ー ク ス 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   二   村   淳   一

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    都 筑 区 川 和 町 2,165 番 の １ 、 2,165 番 の ３ 、 2,165 番 の ５ 、  

  2,165 番 の ７ 、 2,165 番 の 、 2,165 番 の 及 び 2,165 番 の

43 36

25

11 29

88

11 13 14

37

横浜市報　定期第210号　令和７年９月25日



横 浜 市 公 告 第 536 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 月 日 第 2024 開 1116 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    港 北 区 新 羽 町 1,588 番 地

    株 式 会 社 Ｋ Ｍ Ｒ

      代 表 取 締 役   三   橋   憲 一 郎

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 北 区 新 羽 町 565 番 の １ か ら 565 番 の ３ ま で

 

43 36
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横 浜 市 公 告 第 537 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 １ 月 日 第 2024 開 1121 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    港 北 区 小 机 町 302 番 地

    萩   原   健   一

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 北 区 小 机 町 224 番 の １ の 一 部 、 224 番 の ２ 、 224 番 の ３ 、 2

  番 の 乙 、 226 番 の ２ 、 226 番 の ６ 、 237 番 及 び 238 番

 

43 36

25
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24
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横 浜 市 公 告 第 538 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 １ 月 日 第 2024 開 1313 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    瀬 谷 区 瀬 谷 四 丁 目 ８ 番 地 の ８

    瀬 谷 総 合 開 発 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   川   口   忠   人

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    戸 塚 区 戸 塚 町 1,494 番 の １ 、 1,494 番 の 、 1,494 番 の か ら

  1,494 番 の ま で 、 1,504 番 の 及 び 1,504 番 の か ら 1,504 番

  の ま で
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横 浜 市 公 告 第 539 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ３ 月 日 第 2024 開 1813 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    横 須 賀 市 日 の 出 町 １ 丁 目 ７ 番 地

    株 式 会 社 ベ ル テ ッ ク ス

      代 表 取 締 役   武   田       哲

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    都 筑 区 東 山 田 四 丁 目 番 の ４

43 36
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横 浜 市 公 告 第 540 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ５ 月 日 第 2025 開 1301 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 番 地

内   田   美 佐 枝

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    戸 塚 区 戸 塚 町 5,131 番 の ４ 並 び に 矢 部 町 135 番 の 111 及 び 600

  番 の １
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横 浜 市 公 告 第 541 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ７ ・ ２ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

３   道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

    44.94 ｍ

５   指 定 の 場 所

    保 土 ケ 谷 区 常 盤 台 242 番 の 及 び 242 番 の 362 の 一 部

６   申 請 者 の 氏 名

    テ ィ ・ ワ ー ク ス 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   二   村   淳   一

25 42
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横 浜 市 公 告 第 542 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ８ ・ ２ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 ９ 日

３   道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

19.12 ｍ

５   指 定 の 場 所

    旭 区 鶴 ケ 峰 本 町 二 丁 目 1,067 番 の

６   申 請 者 の 氏 名

    株 式 会 社 Ｚ Ｅ Ｒ Ｏ

      代 表 取 締 役   全       美   英

 

25 42
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横 浜 市 公 告 第 543 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ・ １ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日

３   道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

41.53 ｍ

５   指 定 の 場 所

    金 沢 区 平 潟 町 196 番 の ８ 、 196 番 の ９ 及 び 199 番 の ６

６   申 請 者 の 氏 名

    株 式 会 社 ニ ッ ケ ン ホ ー ム

      代 表 取 締 役   山   下   和   志
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横 浜 市 公 告 第 544 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   廃 止 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

２   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.00 ｍ

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    14.41 ｍ

４   廃 止 の 場 所

    保 土 ケ 谷 区 上 菅 田 町 597 番 の ２ の 一 部

25 42
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横 浜 市 公 告 第 545 号

　 　 　 地 域 ま ち づ く り 組 織 の 認 定

  横 浜 市 地 域 ま ち づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 ４ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 地 域 ま ち づ く り 組 織 を

認 定 し た 。 そ の 認 定 に 係 る 書 類 は 、 横 浜 市 都 市 整 備 局 地 域 ま ち づ く

り 部 地 域 ま ち づ く り 課 に お い て 一 般 の 閲 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   市 民 等 の 団 体 の 名 称

    北 町 ぼ う さ い ア ク シ ョ ン

２   市 民 等 の 団 体 の 所 在 地

    神 奈 川 区 六 角 橋 一 丁 目 、 二 丁 目 、 五 丁 目 、 六 丁 目 の 各 一 部
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25

47

横浜市報　定期第210号　令和７年９月25日



横 浜 市 公 告 第 546 号

　 　 　 地 域 ま ち づ く り プ ラ ン の 認 定

  横 浜 市 地 域 ま ち づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 ４ 号

） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 地 域 ま ち づ く り プ ラ ン

を 認 定 し た 。 そ の 認 定 に 係 る 書 類 は 、 横 浜 市 都 市 整 備 局 地 域 ま ち づ

く り 部 地 域 ま ち づ く り 課 に お い て 一 般 の 閲 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   地 域 ま ち づ く り プ ラ ン の 名 称

    六 角 橋 北 町 防 災 ま ち づ く り プ ラ ン

２   地 域 ま ち づ く り 組 織

    北 町 ぼ う さ い ア ク シ ョ ン
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達

　

達 第 号

                                                  庁 中 一 般

  市 長 の 管 理 執 行 す る 教 育 事 務 等 に つ い て の 教 育 次 長 等 の 補 助 執 行

に 関 す る 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 １ 条 中 「 横 浜 市 物 品 規 則 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） 第

４ 条 」 を 「 横 浜 市 物 品 規 則 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） 第

２ 条 」 に 改 め る 。

  第 ４ 条 第 １ 項 中 第 １ 号 を 削 り 、 同 項 第 ２ 号 中 「 600,000 円 」 を 「

1,200,000 円 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 １ 号 と し 、 同 項 第 ３ 号 中 「 4

00,000 円 」 を 「 1,200,000 円 」 に 改 め 、 「 （ 校 舎 等 の 修 繕 に 係 る 決

定 に つ い て は 、 １ 件 600,000 円 未 満 の も の ） 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項

第 ２ 号 と し 、 第 ４ 号 か ら 第 ８ 号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

  別 表 セ ン タ ー 所 長 等 専 決 事 項 第 号 中 「 1,000,000 円 」 を 「 1,50

0,000 円 」 に 改 め 、 同 表 課 長 等 専 決 事 項 第 ８ 号 中 「 500,000 円 」 を

「 800,000 円 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 達 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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(３)
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達 第 号

                                                  庁 中 一 般

  横 浜 市 総 務 局 行 政 イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 室 行 政 マ ネ ジ メ ン ト 課 の 職

員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 （ 平 成 年 ６ 月 達 第 号 ） は 、 令 和 ７ 年

９ 月 日 限 り 廃 止 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

18

19 34
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区 告 示

　

鶴 見 区 告 示 第 ５ 号 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 260 条 の ２ 第 項 の 規 定 に

基 づ き 、 豊 岡 第 一 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 鶴 見 区 長   渋   谷   治   雄

変 更 し た 事 項     変     更     前     変     更     後

事 務 所 の 所 在

地

鶴 見 区 豊 岡 町 番 号 鶴 見 区 豊 岡 町 ５ 番 －

102 号

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所

加   藤   孝   一

鶴 見 区 豊 岡 町 番 号

小   宮   勝   男

鶴 見 区 豊 岡 町 ５ 番 －

102 号

10

22 67 11

10

15 27 17

15 27 17
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区 公 告

　

金 沢 区 公 告 第 116 号 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効

  次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。

      令 和 ７ 年 ９ 月 日

                            横 浜 市 金 沢 区 長   齋   藤   真 美 奈

自 動 車 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 番 号

失 効 年 月 日

横

    8 －

浜          

横 浜

令 和 ７ 年 ２ 月

日

 

11

11

77

22
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金 沢 区 公 告 第 117 号 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効

  次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。

      令 和 ７ 年 ９ 月 日

                            横 浜 市 金 沢 区 長   齋   藤   真 美 奈

自 動 車 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 番 号

失 効 年 月 日

横

    －

浜          

横 浜

令 和 ７ 年 ５ 月

日

 

 

11

11

35 82

26

53

横浜市報　定期第210号　令和７年９月25日



水 道 局

　

  横 浜 市 水 道 局 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者    

水 道 局 長   山   岡   秀   一

水 道 局 規 程 第 ７ 号

　 　 　 横 浜 市 水 道 局 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 水 道 局 会 計 規 程 （ 昭 和 年 ４ 月 水 道 局 規 程 第 ９ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 113 条 第 ２ 項 中 「 採 水 材 料 」 を 「 配 水 材 料 」 に 改 め る 。

第 143 条 第 １ 項 並 び に 第 188 条 の ２ 第 ３ 項 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 中 「

1,000,000 円 」 を 「 2,000,000 円 」 に 改 め る 。

第 号 様 式 中

「

件   名   あ

                                                          」

を

「

件   名  

                                                          」

に 改 め る 。

附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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交 通 局

　

  横 浜 市 交 通 局 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す

る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

交 通 局 規 程 第 号

　 　 　 横 浜 市 交 通 局 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 交 通 局 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 年 ２ 月 交 通 局 規 程 第 ２ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  別 表 第 ３ 中 「 １ 件 1,000,000 円 未 満 の 緊 急 に 行 う 必 要 が あ る 物 品

以 外 の 修 理 の 契 約 」 を 「 １ 件 2,000,000 円 未 満 の 緊 急 に 行 う 必 要 が

あ る 物 品 以 外 の 修 理 の 契 約 」 に 改 め る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 契 約 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の

施 行 の 日 以 後 に 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る

契 約 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込

み の 誘 引 に 係 る 契 約 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

25
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医 療 局 病 院 経 営 本 部

　

  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を

こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者          

病 院 経 営 本 部 長   鈴   木   宏   昌

医 療 局 病 院 経 営 本 部 規 程 第 号

　 　 　 横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す

　 　 　 る 規 程

  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 事 務 決 裁 規 程 （ 平 成 年 ３ 月 病 院 経 営

局 規 程 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  別 表 ４ を 次 の よ う に 改 め る 。                            

４   予 算 の 編 成 及 び 執 行 に 係 る 事 項

病 院 事

業 管 理

者 決 裁

事 項

副 本 部

長 専 決

事 項

部 長 専

決 事 項

（ 本 部

の 部 長

に 限 る

。 ）

課 長 専

決 事 項

（ 本 部

の 課 長

に 限 る

。 ）

病 院 長

専 決 事

項

部 長 専

決 事 項

（ 病 院

の 部 長

に 限 る

。 ）

課 長 専

決 事 項

（ 病 院

の 課 長

に 限 る

。 ）

  予

算 の 原

案 の 作

成 に 関

す る こ

と 。

           

  予

算 執 行

計 画 の

策 定 に

関 す る

こ と 。

           

  予

算 に 定

め た 歳

出 予 算

の 各 項

の 間 の

金 額 の

           

25

13

17

(１)

(２)

(３)
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流 用 、

同 一 項

内 の 目

の 金 額

の 流 用

、 同 一

目 内 の

節 の 金

額 の 流

用 及 び

各 節 の

説 明 の

変 更 並

び に 予

備 費 の

補 充 に

関 す る

こ と 。

  欠

損 処 分

、 徴 収

停 止 、

債 権 の

免 除 、

私 法 上

の 債 権

の 放 棄

に 関 す

る こ と

。

           

    使

用 料 、

手 数 料

（ 横 浜

市 病 院

事 業 の

経 営 す

る 病 院

条 例 施

  軽

易 又 は

定 例 の

使 用 料

、 手 数

料 （ 横

浜 市 病

院 事 業

の 経 営

    横

浜 市 病

院 事 業

の 経 営

す る 病

院 条 例

施 行 規

程 （ 平

成 年

  軽

易 又 は

定 例 の

横 浜 市

病 院 事

業 の 経

営 す る

病 院 条

例 施 行

 

(４)

(１) (１) (１)

17

(１)
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行 規 程

（ 平 成

年 ３

月 病 院

経 営 局

規 程 第

号 ）

第 条

第 １ 項

各 号 に

規 定 す

る も の

を 除 く

。 ） そ

の 他 の

徴 収 金

の 減 免

に 関 す

る こ と

。

す る 病

院 条 例

施 行 規

程 （ 平

成 年

３ 月 病

院 経 営

局 規 程

第 号

） 第

条 第 １

項 各 号

に 規 定

す る も

の を 除

く 。 ）

そ の 他

の 徴 収

金 の 減

免 に 関

す る こ

と 。

３ 月 病

院 経 営

局 規 程

第 号

） 第

条 第 １

項 各 号

に 規 定

す る 使

用 料 又

は 手 数

料 の 減

免 に 関

す る こ

と 。

規 程 （

平 成

年 ３ 月

病 院 経

営 局 規

程 第

号 ） 第

条 第

１ 項 各

号 に 規

定 す る

使 用 料

又 は 手

数 料 の

減 免 に

関 す る

こ と 。

        督

促 並 び

に 延 滞

金 及 び

違 約 金

（ 病 院

の 督 促

並 び に

延 滞 金

及 び 違

約 金 を

除 く 。

） の 徴

収 に 関

す る こ

と 。

      督

促 並 び

に 延 滞

金 及 び

違 約 金

（ 病 院

の 督 促

並 び に

延 滞 金

及 び 違

約 金 に

限 る 。

） の 徴

収 に 関

す る こ

と 。

17

34

20

17

34

20

34

20

17

34

20

(１) (１)
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        保

証 金 （

病 院 の

保 証 金

を 除 く

。 ） の

徴 収 及

び 還 付

に 関 す

る こ と

。

      保

証 金 （

病 院 の

保 証 金

に 限 る

。 ） の

徴 収 及

び 還 付

に 関 す

る こ と

。

    強

制 執 行

そ の 他

債 権 の

保 全 及

び 取 立

て に 関

す る こ

と 。

    軽

易 又 は

定 例 の

債 権 （

病 院 の

債 権 を

除 く 。

） の 保

全 及 び

取 立 て

に 関 す

る こ と

。

      軽

易 又 は

定 例 の

債 権 （

病 院 の

債 権 に

限 る 。

） の 保

全 及 び

取 立 て

に 関 す

る こ と

。

  企

業 債 の

発 行 に

関 す る

こ と 。

  企

業 債 の

発 行 手

続 に 関

す る こ

と 。

  企

業 債 の

償 還 及

び 利 子

の 支 払

並 び に

企 業 債

に 関 す

る 諸 報

告 等 に

関 す る

こ と （

病 院 経

営 部 長

） 。

  軽

易 又 は

定 例 の

企 業 債

に 関 す

る 諸 報

告 等 に

関 す る

こ と （

病 院 経

営 課 長

） 。

     

(２) (２)

(２) (３) (３)

(５) (３) (２) (４)
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      一

時 借 入

金 に 関

す る こ

と （ 病

院 経 営

部 長 ）

。

  一

時 借 入

金 の 軽

易 な 条

件 変 更

等 及 び

一 時 借

入 金 に

関 す る

諸 報 告

等 に 関

す る こ

と （ 病

院 経 営

課 長 ）

。

     

        支

払 金 額

の 確 定

し て い

る 諸 給

与 金 そ

の 他 の

支 出 に

関 す る

こ と （

人 事 課

長 ） 。

     

          １

件 20,000,

000 円 以

上 の 材

料 費 の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 20,000,

000 円 未

満 の 材

料 費 の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 5,000,0

00 円 未

満 の 材

料 費 の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 50,000,

000 円 以

  １

件 50,000,

000 円 未

  １

件 30,000,

000 円 未

  １

件 5,000,0

00 円 未

  １

件 50,000,

000 円 未

  １

件 30,000,

000 円 未

  １

件 5,000,0

00 円 未

(３) (５)

(６)

(２) (２) (４)

(６) (４) (４) (７) (３) (３) (５)
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上 の 経

費 （ 賃

借 料 、

損 害 賠

償 及 び

損 失 補

償 を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

満 の 経

費 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

き 、 か

つ 、 賃

借 料 、

損 害 賠

償 及 び

損 失 補

償 を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

満 の 経

費 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

き 、 か

つ 、 賃

借 料 、

損 害 賠

償 及 び

損 失 補

償 を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

満 の 経

費 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

き 、 か

つ 、 賃

借 料 、

損 害 賠

償 及 び

損 失 補

償 を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

満 の 経

費 （ 病

院 に 関

す る も

の に 限

り 、 か

つ 、 賃

借 料 、

損 害 賠

償 、 損

失 補 償

を 除 く

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

満 の 経

費 （ 病

院 に 関

す る も

の に 限

り 、 か

つ 、 賃

借 料 、

損 害 賠

償 、 損

失 補 償

を 除 く

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

満 の 経

費 （ 病

院 に 関

す る も

の に 限

り 、 か

つ 、 賃

借 料 、

損 害 賠

償 、 損

失 補 償

を 除 く

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

    賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の を

除 き 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け を 除

く 。 ）

年 額 （

長 期 継

続 契 約

に つ い

て は 総

額 ） １

件 10,000,

000 円 以

上 の 執

行 に 関

  賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の を

除 き 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け を 除

く 。 ）

年 額 （

長 期 継

続 契 約

に つ い

て は 総

額 ） １

件 10,000,

000 円 未

満 の 執

行 に 関

  賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の を

除 き 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け を 除

く 。 ）

年 額 （

長 期 継

続 契 約

に つ い

て は 総

額 ） １

件 1,500,0

00 円 未

満 の 執

行 に 関

  賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の に

限 り 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け を 除

く 。 ）

年 額 （

長 期 継

続 契 約

に つ い

て は 総

額 ） １

件 10,000,

000 円 以

上 の 執

行 に 関

  賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の に

限 り 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け を 除

く 。 ）

年 額 （

長 期 継

続 契 約

に つ い

て は 総

額 ） １

件 10,000,

000 円 未

満 の 執

行 に 関

  賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の に

限 り 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け を 除

く 。 ）

年 額 （

長 期 継

続 契 約

に つ い

て は 総

額 ） １

件 1,500,0

00 円 未

満 の 執

行 に 関

(５) (５) (８) (４) (４) (６)
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す る こ

と 。

す る こ

と 。

す る こ

と 。

す る こ

と 。

す る こ

と 。

す る こ

と 。

  賃

借 料 （

不 動 産

の 借 受

け に 限

り 、 か

つ 、 継

続 は 除

く 。 ）

総 額 １

件 10,000,

000 円 以

上 の 執

行 に 関

す る こ

と 。

  賃

借 料 （

不 動 産

の 借 受

け に 限

り 、 病

院 に 関

す る も

の 、 か

つ 、 継

続 は 除

く 。 ）

総 額 １

件 10,000,

000 円 未

満 の 執

行 に 関

す る こ

と 。

      賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

不 動 産

の 借 受

け に 限

り 、 継

続 は 除

く 。 ）

総 額 １

件 10,000,

000 円 未

満 の 執

行 に 関

す る こ

と 。

   

      賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の を

除 き 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け の 継

続 に 限

る 。 ）

総 額 １

件 10,000,

000 円 以

上 の 執

行 に 関

  賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

も の を

除 き 、

か つ 、

不 動 産

の 借 受

け の 継

続 に 限

る 。 ）

総 額 １

件 10,000,

000 円 未

満 の 執

行 に 関

    賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

不 動 産

の 借 受

け の 継

続 に 限

る 。 ）

総 額 １

件 10,000,

000 円 以

上 の 執

行 に 関

す る こ

と 。

  賃

借 料 （

病 院 に

関 す る

不 動 産

の 借 受

け の 継

続 に 限

る 。 ）

総 額 １

件 10,000,

000 円 未

満 の 執

行 に 関

す る こ

と 。

(７) (６) (５)

(６) (９) (５) (７)
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す る こ

と 。

す る こ

と 。

    １

件 10,000,

000 円 以

上 の 研

究 研 修

費 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 10,000,

000 円 未

満 の 研

究 研 修

費 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 2,000,0

00 円 未

満 の 研

究 研 修

費 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 10,000,

000 円 以

上 の 研

究 研 修

費 （ 病

院 の 研

究 研 修

費 に 限

る 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 10,000,

000 円 未

満 の 研

究 研 修

費 （ 病

院 の 研

究 研 修

費 に 限

る 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 2,000,0

00 円 未

満 の 研

究 研 修

費 （ 病

院 の 研

究 研 修

費 に 限

る 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 50,000,

000 円 以

上 の そ

の 他 予

算 の 執

行 に 関

す る こ

と 。

  １

件 50,000,

000 円 未

満 の そ

の 他 予

算 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 10,000,

000 円 未

満 の そ

の 他 予

算 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 2,000,0

00 円 未

満 の そ

の 他 予

算 （ 病

院 に 関

す る も

の を 除

く 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 50,000,

000 円 未

満 の そ

の 他 予

算 （ 病

院 に 関

す る も

の に 限

る 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 10,000,

000 円 未

満 の そ

の 他 予

算 （ 病

院 に 関

す る も

の に 限

る 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 2,000,0

00 円 未

満 の そ

の 他 予

算 （ 病

院 に 関

す る も

の に 限

る 。 ）

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 200,000

,000 円 以

上 の 施

設 整 備

工 事 費

の 執 行

に 関 す

  １

件 200,000

,000 円 未

満 の 施

設 整 備

工 事 費

（ 病 院

の 発 注

を 除 く

  １

件 50,000,

000 円 未

満 の 施

設 整 備

工 事 費

（ 病 院

の 発 注

を 除 く

  １

件 10,000,

000 円 未

満 の 施

設 整 備

工 事 費

（ 病 院

の 発 注

を 除 く

  １

件 200,000

,000 円 未

満 の 施

設 整 備

工 事 費

（ 病 院

の 発 注

に 限 る

  １

件 50,000,

000 円 未

満 の 施

設 整 備

工 事 費

（ 病 院

の 発 注

に 限 る

  １

件 10,000,

000 円 未

満 の 施

設 整 備

工 事 費

（ 病 院

の 発 注

に 限 る

(７) (７) (10) (６) (６) (８)

(８) (８) (８) (11) (７) (７) (９)

(９) (９) (９) (12) (８) (８) (10)
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る こ と

。

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

    請

負 金 額

の 変 更

を 伴 わ

な い 病

院 事 業

管 理 者

専 決 事

項 に 係

る 施 設

整 備 工

事 （ 病

院 の 発

注 を 除

く 。 ）

の 変 更

の 決 定

に 関 す

る こ と

及 び 請

負 金 額

の 変 更

を 伴 う

副 本 部

長 専 決

事 項 に

係 る 工

事 （ 病

院 の 発

注 を 除

く 。 ）

の 変 更

の 決 定

に 関 す

  請

負 金 額

の 変 更

を 伴 わ

な い 副

本 部 長

専 決 事

項 に 係

る 施 設

整 備 工

事 （ 病

院 の 発

注 を 除

く 。 ）

の 変 更

の 決 定

に 関 す

る こ と

及 び 請

負 金 額

の 変 更

を 伴 う

本 部 の

部 長 専

決 事 項

に 係 る

工 事 （

病 院 の

発 注 を

除 く 。

） の 変

更 の 決

定 に 関

す る こ

と 。

  請

負 金 額

の 変 更

を 伴 わ

な い 本

部 の 部

長 専 決

事 項 に

係 る 施

設 整 備

工 事 （

病 院 の

発 注 を

除 く 。

） の 変

更 の 決

定 に 関

す る こ

と 及 び

請 負 金

額 の 変

更 を 伴

う 本 部

の 課 長

専 決 事

項 に 係

る 工 事

（ 病 院

の 発 注

を 除 く

。 ） の

変 更 の

決 定 に

関 す る

こ と 。

  請

負 金 額

の 変 更

を 伴 わ

な い 病

院 事 業

管 理 者

専 決 事

項 に 係

る 工 事

（ 病 院

の 発 注

に 限 る

。 ） の

変 更 の

決 定 に

関 す る

こ と 及

び 請 負

金 額 の

変 更 を

伴 う 病

院 長 専

決 事 項

に 係 る

工 事 （

病 院 の

発 注 に

限 る 。

） の 変

更 の 決

定 に 関

す る こ

と 。

  請

負 金 額

の 変 更

を 伴 わ

な い 病

院 長 専

決 事 項

に 係 る

工 事 （

病 院 の

発 注 に

限 る 。

） の 変

更 の 決

定 に 関

す る こ

と 及 び

請 負 金

額 の 変

更 を 伴

う 病 院

の 部 長

専 決 事

項 に 係

る 工 事

（ 病 院

の 発 注

に 限 る

。 ） の

変 更 の

決 定 に

関 す る

こ と 。

  請

負 金 額

の 変 更

を 伴 わ

な い 病

院 の 部

長 専 決

事 項 に

係 る 工

事 （ 病

院 の 発

注 に 限

る 。 ）

の 変 更

の 決 定

に 関 す

る こ と

及 び 請

負 金 額

の 変 更

を 伴 う

病 院 の

課 長 専

決 事 項

に 係 る

工 事 （

病 院 の

発 注 に

限 る 。

） の 変

更 の 決

定 に 関

す る こ

と 。

(10) (10) (13) (９) (９) (11)
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る こ と

。

  １

件 50,000,

000 円 以

上 の 固

定 資 産

購 入 費

の 執 行

に 関 す

る こ と

。

  １

件 50,000,

000 円 未

満 の 固

定 資 産

購 入 費

（ 病 院

に 関 す

る も の

を 除 く

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 20,000,

000 円 未

満 の 固

定 資 産

購 入 費

（ 病 院

に 関 す

る も の

を 除 く

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 5,000,0

00 円 未

満 の 固

定 資 産

購 入 費

（ 病 院

に 関 す

る も の

を 除 く

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 50,000,

000 円 未

満 の 固

定 資 産

購 入 費

（ 病 院

に 関 す

る も の

に 限 る

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 20,000,

000 円 未

満 の 固

定 資 産

購 入 費

（ 病 院

に 関 す

る も の

に 限 る

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  １

件 5,000,0

00 円 未

満 の 固

定 資 産

購 入 費

（ 病 院

に 関 す

る も の

に 限 る

。 ） の

執 行 に

関 す る

こ と 。

  賠

償 価 額

１ 件 3,000

,000 円 （

交 通 事

故 に 係

る も の

に あ っ

て は 自

動 車 損

害 賠 償

保 障 法

施 行 令

（ 昭 和

年 政

令 第 286

号 ） 第

２ 条 第

１ 項 第

１ 号 イ

に 定 め

る 保 険

金 額 ）

  賠

償 価 額

１ 件 3,000

,000 円 （

交 通 事

故 に 係

る も の

に あ っ

て は 自

動 車 損

害 賠 償

保 障 法

施 行 令

（ 昭 和

年 政

令 第 286

号 ） 第

２ 条 第

１ 項 第

１ 号 イ

に 定 め

る 保 険

金 額 ）

         

(10) (11) (11) (14) (10) (10) (12)

(11)

30

(12)

30
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以 上 の

損 害 賠

償 に 関

す る こ

と 。

未 満 の

損 害 賠

償 に 関

す る こ

と 。

  損

失 補 償

に 関 す

る こ と

。

           

        諸

収 入 金

（ 病 院

の 諸 収

入 金 を

除 く 。

） の 調

定 、 更

正 及 び

取 消 し

並 び に

過 誤 納

金 の 還

付 の 決

定 に 関

す る こ

と 。

      諸

収 入 金

（ 病 院

の 諸 収

入 金 に

限 る 。

） の 調

定 、 更

正 及 び

取 消 し

並 び に

過 誤 納

金 （ 病

院 の 過

誤 納 金

に 限 る

。 ） の

還 付 の

決 定 に

関 す る

こ と 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 決 裁 処 理 の 過 程 に あ る 事 案 の 処 理 に つ

  い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

(12)

(15) (13)

10
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  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 契 約 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ

に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者          

病 院 経 営 本 部 長   鈴   木   宏   昌

医 療 局 病 院 経 営 本 部 規 程 第 号

　 　 　 横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 契 約 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規

　 　 　 程

  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 契 約 規 程 （ 平 成 年 ３ 月 病 院 経 営 局 規

程 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 2,500,000 円 」 を 「 4,000,000 円 」 に 改

め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 1,600,000 円 」 を 「 3,000,000 円 」 に 改 め 、 同

条 第 ３ 号 中 「 800,000 円 」 を 「 1,500,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号

中 「 500,000 円 」 を 「 1,000,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 号 中 「 300,

000 円 」 を 「 500,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ６ 号 中 「 1,000,000 円 」

を 「 2,000,000 円 」 に 改 め る 。

  第 条 第 ３ 項 第 １ 号 を 次 の と お り 改 め る 。

    契 約 金 額 3,000,000 円 以 下 の 物 品 の 製 造 の 請 負 契 約 又 は 第

    条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ６ 号 ま で に 掲 げ る 契 約 （ 当 該 各 号 に 掲 げ

    る 契 約 の 種 類 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 以 下 の 契 約 の も の に

    限 る 。 ） を 締 結 す る 場 合

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）  

１   こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 契 約 規 程 第

  条 第 １ の 規 定 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 日 以 後 に 行 わ れ た 公 告 そ の

  他 の 契 約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る 契 約 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 行

  わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る 契 約 に つ い て は 、

  な お 従 前 の 例 に よ る 。
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  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ

に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者          

病 院 経 営 本 部 長   鈴   木   宏   昌

                         

医 療 局 病 院 経 営 本 部 規 程 第 号

　 　 　 横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規

　 　 　 程

  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 会 計 規 程 （ 平 成 年 ３ 月 病 院 経 営 局 規

程 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 第 ４ 項 第 １ 号 中 「 1,600,000 円 」 を 「 3,000,000 円 」 に 、

「 1,000,000 円 」 を 「 2,000,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 1,00

0,000 円 」 を 「 2,000,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 800,000 円

」 を 「 1,500,000 円 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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教 育 委 員 会

　

  横 浜 市 教 育 委 員 会 会 計 年 度 任 用 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 教 育 委 員 会

横 浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 教 育 委 員 会 会 計 年 度 任 用 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 則

　 　 　 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 教 育 委 員 会 会 計 年 度 任 用 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ２

年 ３ 月 横 浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る

。

第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 と し 、 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、 又

は 終 業 の 時 刻 ま で 連 続 し た 時 間 で 取 得 す る も の 」 を 削 る 。

    附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

 

 

25
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市 選 挙 管 理 委 員 会

　

  公 職 選 挙 法 、 同 施 行 令 及 び 同 法 に 基 づ く 条 例 執 行 規 程 の 一 部 を 改

正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 ６ 号

　 　 　 公 職 選 挙 法 、 同 施 行 令 及 び 同 法 に 基 づ く 条 例 執 行 規 程 の

　 　 　 一 部 を 改 正 す る 規 程

  公 職 選 挙 法 、 同 施 行 令 及 び 同 法 に 基 づ く 条 例 執 行 規 程 （ 昭 和 年

３ 月 横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

  第 条 の ２ ア 中 「 15,000 円 」 を 「 10,000 円 」 に 改 め る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 公 職 選 挙 法 、 同 施 行 令 及 び 同 法 に 基 づ

  く 条 例 執 行 規 程 の 規 定 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 日 以 後 に そ の 期 日 を

  告 示 さ れ る 選 挙 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に そ の 期 日 を 告 示 さ れ た

  選 挙 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 長 選 挙 に 係 る 選 挙 の 効 力 及 び 当 選 の 効 力 に 関 す る

　 　 　 異 議 の 申 出 の 決 定

  令 和 ７ 年 ８ 月 ３ 日 執 行 の 横 浜 市 長 選 挙 に 係 る 選 挙 の 効 力 、 及 び 当

選 の 効 力 に 関 し 、 令 和 ７ 年 ８ 月 日 付 け で 提 起 の あ っ た 異 議 の 申 出

に つ い て 、 別 紙 の と お り 決 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会
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横選選指令第１号 

令和７年９月10日 

異議申出人Ａ 

横浜市選挙管理委員会 

委員長 和 田 卓 生 

決  定  書 

上記異議申出人Ａ（以下「申出人」という。）が令和７年８月15日付けで提起した同

年８月３日執行の横浜市長選挙（以下「本件選挙」という。）に係る選挙の効力、及び

当選の効力に関する異議の申出（以下「本件異議申出」という。）について、次のとお

り決定する。 

主  文 

申出人による本件異議申出を棄却する。 

第１ 異議申出の趣旨及び理由の要旨 

申出人は、選挙期日の決定を含め選挙過程に疑義があり、適正に行われていな

いため、選挙の効力及び当選決定について異議がある旨を主張するものである。 

第２ 申出人による本件異議申出に係る決定の理由 

１ 申出人による本件異議申出の要件 

申出人は、本件選挙の選挙権を有しており、公職選挙法（以下「法」という。）

第202条及び206条の規定により本件異議申出を行う資格を持つものと認められ

る。 

２ 選挙無効の判断基準について 

およそ選挙の効力に関する争訟においてその選挙が無効とされるのは、法第
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205条第１項の規定により、「選挙の規定に違反」して選挙が行われ、かつ、その

規定違反によって「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に限られる。 

この「選挙の規定に違反」するとは、「主として、選挙管理の任にある機関が選

挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接か

ような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則

が著しく阻害されるときを指すものと解するを相当とする。（昭和27年12月４日

最高裁判所第一小法廷判決）」とされている。 

また、「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」とは、「その違反がなかつた

ならば、選挙の結果、すなわち候補者の当落に、現実に生じたところと異つた結

果の生ずる可能性のある場合をいうものと解すべきである。（昭和29年９月24日

最高裁判所第二小法廷判決）」とされている。 

３ 当選無効の判断基準について 

当選無効の原因を判断するに当たっては、「その（当選無効）原因となり得べき

違法事由には、当該当選人決定についての違法即ち、当選人を決定した機関の構

成や決定手続の違法、各候補者の有効得票数の算定の違法、当選人となり得る資

格の有無の認定に関する違法等のみがこれに当たるものと解するのが相当であ

る。（平成４年12月17日名古屋高等裁判所判決）」という裁判例がある。 

４ 当委員会による事実認定及び判断 

上記２、３の規定や裁判例に基づき、申出人の主張について、選挙無効及び当

選無効の原因となり得べき違法事由が認められるかどうかを検討する。 

(1) 開票の過程が信用できないこと

申出人は、当選者の開票中間の得票数が、ある時刻で急激に伸びていること

から、疑義がある旨を主張するが、開票所における有効得票数の算定作業は、

各候補者により選定された開票立会人が票を目視により確認した上で各候補

者の有効得票数の算定を行うという手続の下、厳正に行われている。 

また、申出人が示したグラフは、開票作業の進捗状況を示すものであり、開

票事務において違法行為があったことを裏付ける証拠類はなんら提出されて

おらず、そのような事実は認められない。 

(2) 期日前投票者数が過去最多となったことに納得がいかないこと

申出人は、期日前投票者数が過去最多となったことに納得がいかないという
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主張をしているのみであり、選挙無効及び当選無効となる事実は示されていない。 

(3) 選挙人名簿登録者数が急増しており、水増し、不正していたこと

申出人は、選挙人名簿登録者数について疑義がある旨を主張するが、不正と

される具体的な事実、及びそのことを裏付ける証拠類はなんら提出されておら 

ず、そのような事実は認められない。 

(4) 旭区の期日前投票所において市外転出者に投票させたが、他にも事例がある

と思われること 

申出人は、旭区選挙区において、市外転出者に投票用紙を交付し、投票させ 

た事案に対し、他にも事例があるのではないかと主張するが、そのことを裏付 

ける証拠類はなんら提出されておらず、そのような事実は認められない。 

(5) 選挙日程が現職に有利であったこと

申出人は、選挙期日が現職に有利であった旨を主張するが、そのことを裏付

ける証拠類はなんら提出されておらず、そのような事実は認められない。 

(6) インターネットにおいて、選挙公報が届かないとの声が多数あったこと

申出人は、インターネットにおいて選挙公報が届かないとの声が多数あった

旨を主張するが、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある事実及び証拠は示されて 

おらず、そのような事実は認められない。 

(7) 当選者の選挙公報等の記載内容が虚偽であったこと

申出人は、当選者の選挙公報の記載内容が虚偽であることを理由として、選

挙無効を主張するが、選挙公報の発行については「候補者の提出した掲載文の 

内容に虚偽の点が存したとしても、その内容自体が甚だしく公序良俗に反する 

ことが客観的に明白であり、これを公表することが条理上許されないものと解 

すべき特段の場合」に当たらない限り、「選挙の管理執行手続に関する規定に 

違反するところはないものというべきである。」（昭和６１年２月１８日最高裁 

判所第三小法廷判決）とされている。 

 申出人からは、具体的な虚偽内容の指摘及びそれを裏付ける証拠の提出はな 

いため、選挙無効原因となりうべき違法事由は認められない。 
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(8) 当選者が経歴を詐称していること

申出人は、当選者が経歴を詐称していることを理由として、選挙無効を主張

するが、選挙の管理執行手続に関する規定に違反するいかなる事実があるかを

指摘しておらず、それを裏付ける証拠の提出もないため、選挙無効原因となり

うべき違法事由は認められない。 

以上のとおり、申出人の主張には、選挙無効及び当選無効の原因となる事実は認め

られないので、法第216条第１項において準用する行政不服審査法第45条第１項及び

第２項の規定に基づき、主文のとおり決定する。 

教  示 

この決定に不服のある者は、この決定書の交付を受けた日又は法第215条の規定に

よる告示の日から21日以内に、文書で神奈川県選挙管理委員会に審査を申し立てるこ

とができます。 
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横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号

　 　 　 直 接 請 求 に 必 要 な 選 挙 権 を 有 す る 者 の 数

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 、 第 条 第 １ 項

、 第 条 第 １ 項 、 第 条 第 １ 項 、 第 条 第 １ 項 及 び 第 条 第 １ 項 、

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 162 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 並 び に 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年

法 律 第 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 、 同 条 第 項 、 第 ５ 条 第 １ 項 及 び 同 条 第

項 の 規 定 に よ る 選 挙 権 を 有 す る 者 の 分 の １ の 数 、 ６ 分 の １ の 数

、 ３ 分 の １ の 数 及 び 総 数 の 万 を 超 え る 数 に ８ 分 の １ を 乗 じ て 得 た

数 と 万 に ６ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と 万 に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た

数 と を 合 算 し て 得 た 数 は 、 次 の と お り で あ る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会

  分 の １ の 数              62,792 人

  ６ 分 の １ の 数             523,266 人

  ３ 分 の １ の 数           1,046,531 人

  選 挙 区 ご と の ３ 分 の １ の 数

    鶴 見 区                  80,420 人

    神 奈 川 区                69,150 人

    西 区                    29,420 人

    中 区                    40,705 人

    南 区                    55,718 人

    港 南 区                  60,165 人

    保 土 ケ 谷 区              57,140 人

    旭 区                    68,480 人

    磯 子 区                  45,906 人

    金 沢 区                  54,727 人

    港 北 区                 100,422 人

    緑 区                    50,298 人

    青 葉 区                  85,729 人

    都 筑 区                  58,480 人

    戸 塚 区                  78,244 人

    栄 区                    34,433 人

    泉 区                    42,714 人

    瀬 谷 区                  34,388 人

  総 数 の 万 を 超 え る 数 に ８ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と 万 に ６ 分 の

１ を 乗 じ て 得 た 数 と 万 に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と を 合 算 し て 得

た 数                       492,449 人  

 

39

22 67 74 75

76 80 81 86

31

16

59 11

15 50

80

40 40

25

50

80 40

40

76

横浜市報　定期第210号　令和７年９月25日



そ の 他

　

　

　 　 　 契 約 事 務 に 関 す る 決 裁 事 項 及 び 専 決 事 項 の 一 部 改 正

  横 浜 市 契 約 事 務 委 任 規 則 （ 平 成 年 ４ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） に 基

づ き 委 任 さ れ た 事 務 の 決 裁 処 理 に つ い て 、 決 裁 事 項 及 び 専 決 事 項 の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 に 施 行 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 ２ 項 第 １ 号 ア 表 中

「

事 案 局 長 決 裁 事

項

部 長 専 決 事

項

課 長 専 決 事

項

物 品 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

200,000 円 未

満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件

200,000 円 未

満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件

200,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

200,000 円 未

満

労 力 そ の 他

の 調 達 等 の

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

100,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

１ 件

20,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

11 37

10

25
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第 １ 類 委 託

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

1,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件

1,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件

1,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

1,000,000 円

未 満

第 ２ 類 委 託

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

40,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

40,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 （ 横

浜 市 契 約 事 務 委 任 規 則 第

４ 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 に

定 め る 契 約 に 限 る 。 ）

  部 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

に 係 る 契 約

の 重 要 な 変

更 及 び 重 要

な 解 除 に 関

す る こ と 。

部 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

及 び 課 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） に 係 る

契 約 の 変 更

及 び 解 除 に

関 す る こ と

。
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契 約 の 変 更 （ 横 浜 市 契 約

事 務 委 任 規 則 第 ４ 条 第 １

項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 定

め る 物 品 の 調 達 等 の 契 約

及 び 第 １ 類 委 託 契 約 の 契

約 に 限 る 。 ）

  第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） に 係 る

契 約 の 重 要

な 変 更 に 関

す る こ と 。

第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） 及 び 契

約 第 一 課 長

・ 契 約 第 二

課 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

に 係 る 契 約

の 変 更 に 関

す る こ と 。

」

を

「

事 案 局 長 決 裁 事

項

部 長 専 決 事

項

課 長 専 決 事

項

物 品 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件  

300,000 円 未

満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件  

300,000 円 未

満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件  

300,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件  

300,000 円 未

満

労 力 そ の 他

の 調 達 等 の

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件  

100,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

１ 件   １ 件   １ 件  
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こ と 。 100,000,000 円

未 満

50,000,000 円

未 満

20,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件  

100,000,000 円

未 満

１ 件  

50,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件  

100,000,000 円

未 満

１ 件  

50,000,000 円

未 満

第 １ 類 委 託

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件  

2,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件  

2,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件

2,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

2,000,000 円

未 満

第 ２ 類 委 託

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

  １ 件  

200,000,000 円

未 満

１ 件

40,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件  

200,000,000 円

未 満

１ 件  

100,000,000 円

未 満

１ 件  

40,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件  

200,000,000 円

未 満

１ 件  

100,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件  

200,000,000 円

未 満

１ 件  

100,000,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 （ 横

浜 市 契 約 事 務 委 任 規 則 第

４ 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 に

定 め る 契 約 に 限 る 。 ）

  部 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

に 係 る 契 約

の 重 要 な 変

部 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

及 び 課 長 専

決 事 項 （ 契
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更 及 び 重 要

な 解 除 に 関

す る こ と 。

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） に 係 る

契 約 の 変 更

及 び 解 除 に

関 す る こ と

。

契 約 の 変 更 （ 横 浜 市 契 約

事 務 委 任 規 則 第 ４ 条 第 １

項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 定

め る 物 品 の 調 達 等 の 契 約

及 び 第 １ 類 委 託 契 約 の 契

約 に 限 る 。 ）

  第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） に 係 る

契 約 の 重 要

な 変 更 に 関

す る こ と 。

第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） 及 び 契

約 第 一 課 長

・ 契 約 第 二

課 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

に 係 る 契 約

の 変 更 に 関

す る こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 ２ 号 ア 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項 副 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等

の 契 約

労 力 そ の 他 の

調 達 等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

１ 件   500,000 円

未 満

１ 件   300,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件   500,000 円

未 満

１ 件   300,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

１ 件   500,000 円

未 満

１ 件   300,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

１ 件   500,000 円

未 満

１ 件   300,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。 ） に

副 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。 ）
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係 る 契 約 の 変 更

及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項 副 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等

の 契 約

労 力 そ の 他 の

調 達 等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

１ 件   800,000 円

未 満

１ 件   500,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件   800,000 円

未 満

１ 件   500,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

１ 件   800,000 円

未 満

１ 件   500,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

１ 件   800,000 円

未 満

１ 件   500,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。 ） に

係 る 契 約 の 変 更

及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

副 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。 ）

に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ６ 号 ア 表 中

「

事 案 所 長 ・ 園 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 ・ 園 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

82

横浜市報　定期第210号　令和７年９月25日



約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 ・ 園 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 ・ 園 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

                                                          」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ６ 号 イ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事

項

副 所 長 専 決

事 項

説 明

物 品 の 調 達

等 の 契 約

労 力 そ の 他

の 調 達 等 の

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

１ 件  

300,000 円 未

満

１ 件  

200,000 円 未

満

副 所 長 専 決 事

項 は 、 物 品 の

購 入 又 は 修 繕

の 契 約 に 限 る

。

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件  

300,000 円 未

満

１ 件  

200,000 円 未

満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

１ 件  

300,000 円 未

満

１ 件  

200,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

１ 件  

300,000 円 未

満

１ 件  

200,000 円 未

満
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契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

に 係 る 契 約

の 変 更 及 び

解 除 に 関 す

る こ と 。

副 所 長 専 決

事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関

す る こ と 。

） に 係 る 契

約 の 変 更 及

び 解 除 に 関

す る こ と 。

 

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事

項

副 所 長 専 決

事 項

説 明

物 品 の 調 達

等 の 契 約

労 力 そ の 他

の 調 達 等 の

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

１ 件  

500,000 円 未

満

１ 件  

300,000 円 未

満

副 所 長 専 決 事

項 は 、 物 品 の

購 入 又 は 修 繕

の 契 約 に 限 る

。

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件  

500,000 円 未

満

１ 件  

300,000 円 未

満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

１ 件  

500,000 円 未

満

１ 件  

300,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

１ 件  

500,000 円 未

満

１ 件  

300,000 円 未

満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

に 係 る 契 約

の 変 更 及 び

解 除 に 関 す

る こ と 。

副 所 長 専 決

事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関

す る こ と 。

） に 係 る 契

約 の 変 更 及

び 解 除 に 関

す る こ と 。

 

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ７ 号 ア 表 中

「

事 案 斎 場 長 専 決 事 項 説 明
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物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

修 繕 の 契 約 に つ い て

は 、 １ 件 200,000 円

未 満見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

契 約 の 変 更 及 び 解 除 斎 場 長 専 決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に 関 す る こ

と 。 ） に 係 る 契 約 の

変 更 及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

 

」

を

「

事 案 斎 場 長 専 決 事 項 説 明

物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

修 繕 の 契 約 に つ い て

は 、 １ 件 300,000 円

未 満見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

契 約 の 変 更 及 び 解 除 斎 場 長 専 決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に 関 す る こ

と 。 ） に 係 る 契 約 の

変 更 及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

 

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ７ 号 イ 表 中

「

事 案 園 長 ・ 所 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満
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見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 園 長 ・ 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

を

「

事 案 園 長 ・ 所 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 園 長 ・ 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ８ 号 ア 表 中

「

事 案 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満
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予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

を

「

事 案 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 ８ 号 イ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項 説 明

物 品 の 調 達 等 の

契 約

労 力 そ の 他 の 調

達 等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

１ 件 200,000 円

未 満

修 繕 の 契 約 に つ

い て は 、 １ 件

200,000 円 未 満見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件 200,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

１ 件 200,000 円

未 満
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契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

１ 件 200,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結

に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び

解 除 に 関 す る

こ と 。

 

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項 説 明

物 品 の 調 達 等 の

契 約

労 力 そ の 他 の 調

達 等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

１ 件 300,000 円

未 満

修 繕 の 契 約 に つ

い て は 、 １ 件

300,000 円 未 満見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件 300,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

１ 件 300,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

１ 件 300,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結

に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び

解 除 に 関 す る

こ と 。

 

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 ８ 号 ウ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項 管 理 課 長 専 決

事 項

物 品 の 調 達 等 の

契 約

労 力 そ の 他 の 調

達 等 の 契 約 委 託

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

  １ 件 600,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件  600,000 円

未 満

１ 件 200,000 円

未 満
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契 約 予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

  １ 件 600,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

  １ 件 600,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除   管 理 課 長 専 決

事 項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す る

こ と 。 ） に 係

る 契 約 の 変 更

及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項 管 理 課 長 専 決

事 項

物 品 の 調 達 等 の

契 約

労 力 そ の 他 の 調

達 等 の 契 約 委 託

契 約

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

  １ 件  900,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件  900,000 円

未 満

１ 件  300,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

  １ 件  900,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

  １ 件  900,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除   管 理 課 長 専 決

事 項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す る

こ と 。 ） に 係

る 契 約 の 変 更

及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 ９ 号 イ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

89

横浜市報　定期第210号　令和７年９月25日



労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

動 物 及 び 動 物 の は く 製 の 交 換 、 借 受 け 及

び 貸 付 け の 契 約

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 に 基 づ く 請 求 、 付 随 事 項 等 所 長 専 決 事 項 に 係 る

動 物 及 び 動 物 の は く

製 の 交 換 、 借 受 け 及

び 貸 付 け の 契 約 に 基

づ く 請 求 、 付 随 事 項

等 に 関 す る こ と 。

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 物 品

の 調 達 等 の 契 約 及 び

労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約 に つ い て は 、

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。 ） に 係 る 契 約

の 変 更 及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

動 物 及 び 動 物 の は く 製 の 交 換 、 借 受 け 及

び 貸 付 け の 契 約

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 に 基 づ く 請 求 、 付 随 事 項 等 所 長 専 決 事 項 に 係 る

動 物 及 び 動 物 の は く
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製 の 交 換 、 借 受 け 及

び 貸 付 け の 契 約 に 基

づ く 請 求 、 付 随 事 項

等 に 関 す る こ と 。

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 物 品

の 調 達 等 の 契 約 及 び

労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約 に つ い て は 、

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。 ） に 係 る 契 約

の 変 更 及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ９ 号 ウ 表 中

「

事 案 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契

約

労 力 そ の 他 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

委 託 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。
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」

を

「

事 案 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契

約

労 力 そ の 他 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

委 託 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ９ 号 エ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修

繕 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満
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契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

公 園 及 び 緑 地 の 清

掃 業 務 及 び 樹 木 等

の 保 護 管 理 業 務 に

係 る 委 託 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修

繕 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

公 園 及 び 緑 地 の 清

掃 業 務 及 び 樹 木 等

の 保 護 管 理 業 務 に

係 る 委 託 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と
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。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 ９ 号 オ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契

約

労 力 そ の 他 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契

約

労 力 そ の 他 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。
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」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 号 イ 表 中

「

事 案 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契

約

労 力 そ の 他 の 調 達

の 契 約 （ 物 品 以 外

の 修 繕 の 契 約 を 除

く 。 ）

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満

労 力 そ の 他 の 調 達

の 契 約 （ 物 品 以 外

の 修 繕 の 契 約 に 限

る 。 ）

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

委 託 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未

満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

を

「

10
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事 案 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契

約

労 力 そ の 他 の 調 達

の 契 約 （ 物 品 以 外

の 修 繕 の 契 約 を 除

く 。 ）

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

労 力 そ の 他 の 調 達

の 契 約 （ 物 品 以 外

の 修 繕 の 契 約 に 限

る 。 ）

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

委 託 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未

満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 セ ン タ ー 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 号 ウ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満
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労 力 そ の 他 の 調 達 の

契 約

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件     200,000 円 未

満

委 託 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   1,000,000 円 未 満

契 約 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 の

契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件     300,000 円 未

満

委 託 契 約 入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未 満
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契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   2,000,000 円 未 満

契 約 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 号 ア 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

11
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契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 号 イ 表 中

「

事 案 工 場 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

庁 舎 等 の 維 持 管 理 に

係 る 委 託 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件 1,000,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 工 場 長 専 決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に 関 す る こ

と 。 ） に 係 る 契 約 の

変 更 及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

」

を

「

事 案 工 場 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

11
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見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

庁 舎 等 の 維 持 管 理 に

係 る 委 託 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件 2,000,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 工 場 長 専 決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に 関 す る こ

と 。 ） に 係 る 契 約 の

変 更 及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 号 ア 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 の

契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」
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を

「

事 案 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 の

契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 号 ア 表 中

「

事 案 区 長 決 裁 事

項

総 務 部 長 専

決 事 項

総 務 課 長 専

決 事 項

物 品 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

労 力 そ の 他

の 調 達 等 の

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

100,000,000 円

未 満
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見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

１ 件

20,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

第 １ 類 委 託

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

1,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件

1,000,000 円 未

満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件

1,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

1,000,000 円 未

満

第 ２ 類 委 託

契 約 （ 区 長

委 任 規 則 （

平 成 ６ 年 ７

月 横 浜 市 規

則 第 号 ）

第 ２ 項 第 ５

号 、 第 ７ 号

及 び 第 ８ 号

並 び に 第 ６

項 第 ３ 号 及

び 第 ６ 号 に

掲 げ る 事 務

に 関 す る 委

託 契 約 を 除

く 。 ）

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

40,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

40,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満
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第 ２ 類 委 託

契 約 （ 区 長

委 任 規 則 第

２ 項 第 ５ 号

、 第 ７ 号 及

び 第 ８ 号 並

び に 第 ６ 項

第 ３ 号 及 び

第 ６ 号 に 掲

げ る 事 務 に

関 す る 委 託

契 約 に 限 る

。 ）

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

以 上

１ 件

200,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

40,000,000 円

以 上

１ 件

40,000,000 円

未 満

１ 件

20,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

200,000,000 円

以 上

１ 件

200,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

100,000,000 円

以 上

１ 件

100,000,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 （

横 浜 市 契 約 事 務 委 任 規

則 第 ４ 条 第 ２ 項 か ら 第

５ 項 に 定 め る 契 約 に 限

る 。 ）

  総 務 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） に 係 る

契 約 の 重 要

な 変 更 及 び

重 要 な 解 除

に 関 す る こ

と 。

総 務 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） 及 び 総

務 課 長 専 決

事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関

す る こ と 。

） に 係 る 契

約 の 変 更 及

び 解 除 に 関

す る こ と 。

契 約 の 変 更 （ 横 浜 市 契

約 事 務 委 任 規 則 第 ４ 条

第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３

号 に 定 め る 物 品 の 調 達

等 の 契 約 及 び 第 １ 類 委

託 契 約 の 契 約 に 限 る 。

）

  第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） に 係 る

契 約 の 重 要

な 変 更 に 関

す る こ と 。

第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） 及 び 契

約 第 一 課 長

・ 契 約 第 二

課 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）
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に 係 る 契 約

の 変 更 に 関

す る こ と 。

」

を

「

事 案 区 長 決 裁 事

項

総 務 部 長 専

決 事 項

総 務 課 長 専

決 事 項

物 品 の 調 達

等 の 契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

3,000,000 円 未

満

労 力 そ の 他

の 調 達 等 の

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

100,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

１ 件

20,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

50,000,000 円

未 満

第 １ 類 委 託

契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

2,000,000 円 未

満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

    １ 件

2,000,000 円 未

満

104

横浜市報　定期第210号　令和７年９月25日



予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

    １ 件

2,000,000 円 未

満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

    １ 件

2,000,000 円 未

満

第 ２ 類 委 託

契 約 （ 区 長

委 任 規 則 （

平 成 ６ 年 ７

月 横 浜 市 規

則 第 号 ）

第 ２ 項 第 ５

号 、 第 ７ 号

及 び 第 ８ 号

並 び に 第 ６

項 第 ３ 号 及

び 第 ６ 号 に

掲 げ る 事 務

に 関 す る 委

託 契 約 を 除

く 。 ）

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

40,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

１ 件

40,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

未 満

１ 件

100,000,000 円

未 満

第 ２ 類 委 託

契 約 （ 区 長

委 任 規 則 第

２ 項 第 ５ 号

、 第 ７ 号 及

び 第 ８ 号 並

び に 第 ６ 項

第 ３ 号 及 び

第 ６ 号 に 掲

げ る 事 務 に

関 す る 委 託

契 約 に 限 る

。 ）

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

200,000,000 円

以 上

１ 件

200,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

１ 件

40,000,000 円

以 上

１ 件

40,000,000 円

未 満

１ 件

20,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

  １ 件

200,000,000 円

以 上

１ 件

200,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

  １ 件

100,000,000 円

以 上

１ 件

100,000,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 （

横 浜 市 契 約 事 務 委 任 規

則 第 ４ 条 第 ２ 項 か ら 第

  総 務 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

総 務 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と
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５ 項 に 定 め る 契 約 に 限

る 。 ）

。 ） に 係 る

契 約 の 重 要

な 変 更 及 び

重 要 な 解 除

に 関 す る こ

と 。

。 ） 及 び 総

務 課 長 専 決

事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関

す る こ と 。

） に 係 る 契

約 の 変 更 及

び 解 除 に 関

す る こ と 。

契 約 の 変 更 （ 横 浜 市 契

約 事 務 委 任 規 則 第 ４ 条

第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３

号 に 定 め る 物 品 の 調 達

等 の 契 約 及 び 第 １ 類 委

託 契 約 の 契 約 に 限 る 。

）

  第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） に 係 る

契 約 の 重 要

な 変 更 に 関

す る こ と 。

第 ４ 号 ア の

表 に お け る

契 約 部 長 専

決 事 項 （ 契

約 の 締 結 に

関 す る こ と

。 ） 及 び 契

約 第 一 課 長

・ 契 約 第 二

課 長 専 決 事

項 （ 契 約 の

締 結 に 関 す

る こ と 。 ）

に 係 る 契 約

の 変 更 に 関

す る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 号 ウ 表 中

「

事 案 園 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満
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契 約 の 変 更 及 び 解 除 園 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

を

「

事 案 園 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等 の 契 約

労 力 そ の 他 の 調 達 等

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 園 長 専 決 事 項 （ 契 約

の 締 結 に 関 す る こ と

。 ） に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関 す る

こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 号 エ 表 中

「

事 案 所 長 専 決 事 項 副 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等

の 契 約

労 力 そ の 他 の

調 達 等 の 契 約

入 札 の 執 行 に

関 す る こ と 。

  １ 件 200,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収

に 関 す る こ と

。

  １ 件 200,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決

定 に 関 す る こ

と 。

  １ 件 200,000 円 未

満

契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。

  １ 件 200,000 円 未

満
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第 １ 類 委 託 契

約

入 札 の 執 行 に

関 す る こ と 。

  １ 件 1,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収

に 関 す る こ と

。

  １ 件 1,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決

定 に 関 す る こ

と 。

  １ 件 1,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。

  １ 件 1,000,000 円

未 満

第 ２ 類 委 託 契

約

入 札 の 執 行 に

関 す る こ と 。

１ 件 200,000,000

円 未 満

１ 件 40,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収

に 関 す る こ と

。

１ 件 100,000,000

円 未 満

１ 件 40,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決

定 に 関 す る こ

と 。

１ 件 200,000,000

円 未 満

１ 件 100,000,000

円 未 満

契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。

１ 件 200,000,000

円 未 満

１ 件 100,000,000

円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。 ） に

係 る 契 約 の 変 更

及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

副 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。 ）

に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

を

「

事 案 所 長 専 決 事 項 副 所 長 専 決 事 項

物 品 の 調 達 等

の 契 約

労 力 そ の 他 の

調 達 等 の 契 約

入 札 の 執 行 に

関 す る こ と 。

  １ 件 300,000 円 未

満

見 積 書 の 徴 収

に 関 す る こ と

。

  １ 件 300,000 円 未

満

予 定 価 格 の 決

定 に 関 す る こ

と 。

  １ 件 300,000 円 未

満
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契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。

  １ 件 300,000 円 未

満

第 １ 類 委 託 契

約

入 札 の 執 行 に

関 す る こ と 。

  １ 件 2,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収

に 関 す る こ と

。

  １ 件 2,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決

定 に 関 す る こ

と 。

  １ 件 2,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。

  １ 件 2,000,000 円

未 満

第 ２ 類 委 託 契

約

入 札 の 執 行 に

関 す る こ と 。

１ 件 200,000,000

円 未 満

１ 件 40,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収

に 関 す る こ と

。

１ 件 100,000,000

円 未 満

１ 件 40,000,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決

定 に 関 す る こ

と 。

１ 件 200,000,000

円 未 満

１ 件 100,000,000

円 未 満

契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。

１ 件 200,000,000

円 未 満

１ 件 100,000,000

円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 所 長 専 決 事 項 （

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。 ） に

係 る 契 約 の 変 更

及 び 解 除 に 関 す

る こ と 。

副 所 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に

関 す る こ と 。 ）

に 係 る 契 約 の 変

更 及 び 解 除 に 関

す る こ と 。

」

に 改 め る 。

  第 ２ 項 第 号 ア 表 中

「

事 案 課 長 ・ 館 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満
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予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   200,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 課 長 ・ 館 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

を

「

事 案 課 長 ・ 館 長 専 決 事 項

物 品 の 購 入 又 は 修 繕

の 契 約

入 札 の 執 行 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

見 積 書 の 徴 収 に 関 す

る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

予 定 価 格 の 決 定 に 関

す る こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 締 結 に 関 す る

こ と 。

１ 件   300,000 円 未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 課 長 ・ 館 長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締 結 に 関 す

る こ と 。 ） に 係 る 契

約 の 変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 号 イ 表 中

「

事 案 教 育 次 長 決

裁 事 項

館 長 専 決 事

項

企 画 運 営 課

長 専 決 事 項

図 書 の 購 入

の 契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

   

１ 件

10,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

 

１ 件

10,000,000 円

未 満

１ 件

1,000,000 円

未 満
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予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

   

１ 件

10,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

   

１ 件

10,000,000 円

未 満

図 書 の 寄 附 又 は 贈 与 の

受 納

１ 件

1,000,000 円 以

上

１ 件

1,000,000 円 未

満

１ 件

500,000 円 未

満

契 約 の 変 更 及 び 解 除

   

企 画 運 営 課

長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締

結 に 関 す る

こ と 。 ） に

係 る 契 約 の

変 更 及 び 解

除 に 関 す る

こ と 。

」

を

「

事 案 教 育 次 長 決

裁 事 項

館 長 専 決 事

項

企 画 運 営 課

長 専 決 事 項

図 書 の 購 入

の 契 約

入 札 の 執 行

に 関 す る こ

と 。

   

１ 件

15,000,000 円

未 満

見 積 書 の 徴

収 に 関 す る

こ と 。

 

１ 件

15,000,000 円

未 満

１ 件

1,500,000 円

未 満

予 定 価 格 の

決 定 に 関 す

る こ と 。

   

１ 件

15,000,000 円

未 満

契 約 の 締 結

に 関 す る こ

と 。

   

１ 件

15,000,000 円

未 満

図 書 の 寄 附 又 は 贈 与 の

受 納

１ 件

1,500,000 円 以

上

１ 件

1,500,000 円 未

満

１ 件

800,000 円 未

満
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契 約 の 変 更 及 び 解 除

   

企 画 運 営 課

長 専 決 事 項

（ 契 約 の 締

結 に 関 す る

こ と 。 ） に

係 る 契 約 の

変 更 及 び 解

除 に 関 す る

こ と 。

」

に 改 め る 。

第 ２ 項 第 号 ウ 表 中

「

事 案 学 校 長 等 専 決 事

項

説 明

工 事 又 は 製 造 の

請 負 契 約 及 び 委

託 契 約

 

 

 

 

 

 

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

１ 件   600,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件   600,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

１ 件   600,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

１ 件   600,000 円

未 満

物 品 の 調 達 等 の

契 約

労 力 そ の 他 の 調

達 等 の 契 約

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

１ 件   400,000 円

未 満

校 舎 等 の 修 繕

に 係 る 契 約 に

つ い て は 、 １

件 600,000 円

未 満

見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件   400,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

１ 件   400,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

１ 件   400,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 学 校 長 等 専 決 事

項 （ 契 約 の 締 結

に 関 す る こ と 。

） に 係 る 契 約 の

変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。
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」

を

「

事 案 学 校 長 等 専 決 事

項

説 明

物 品 の 調 達 等 の

契 約

労 力 そ の 他 の 調

達 等 の 契 約

委 託 契 約

入 札 の 執 行 に 関

す る こ と 。

１ 件 1,200,000 円

未 満

 

見 積 書 の 徴 収 に

関 す る こ と 。

１ 件 1,200,000 円

未 満

予 定 価 格 の 決 定

に 関 す る こ と 。

１ 件 1,200,000 円

未 満

契 約 の 締 結 に 関

す る こ と 。

１ 件 1,200,000 円

未 満

契 約 の 変 更 及 び 解 除 学 校 長 等 専 決 事

項 （ 契 約 の 締 結

に 関 す る こ と 。

） に 係 る 契 約 の

変 更 及 び 解 除 に

関 す る こ と 。

」

に 改 め る 。
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